
会議 委嘱手続き

４月
・関係課ヒアリング
・策定方針案作成

５月
（下旬）第１回会議
・プラン策定方針等について

（上旬）第１回推進本部
・プラン策定方針等について

６月

７月
（下旬）第２回会議
・プラン素案について
・R7推進状況評価について

８月
（上旬）第２回推進本部
・プラン素案の決定

９月

10月
（下旬）第３回会議
・プラン（案）について
・R7推進状況報告書について

・次期委員の
 公募・選定

11月
・次期委員の決定 （中旬）第３回推進本部

・プラン（案）の決定
・プラン（案）調整

12月
・委員委嘱
（２年間）

・プラン（案）パブコメの
 実施

１月
・パブコメ集計
・市の回答作成
・プラン（案）調整

２月
（下旬）第４回会議
・プラン（案）パブコメ結果報告
・プラン（案）最終報告

（上旬）第３回推進本部
・プラン（案）パブコメ結果
 報告
・プラン（案）最終報告

・パブコメ結果の公表

３月
（書面等により）
・プラン策定報告

・プラン策定
・プラン公表
（議会報告、市民への周知）

４月

第６次あきる野男女共同参画プラン策定スケジュール（予定）

男女共同参画推進市民会議

第６次プランのスタート

資料５

時期 男女共同参画推進本部
（市長・副市長・教育長・部長級）

事務局作業等

・プラン素案の作成

・素案調整
・プラン（案）作成

令
和
９
年

（その他） 第６次プランの策定に当たって、有識者（大学教授など）とのアドバイザー契約を行う予定

令
和
８
年

現委員の任期満了（11/30）


